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東北地方高速無料化に伴う目的外利用の是正の徹底について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の業務運営にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、東北地方の高速道路無料化に伴う目的外利用の是正については、本年

７月２２日付けでお願いしたところですが、残念ながら、目的外利用が終息す

ることなく連日のように報道されているところです。当協会としても、国土交

通省からの要請もあり、７月２６日、８月１日から５日及び８月９日にかけて、

社団法人茨城県トラック協会とともに水戸インターチェンジ周辺で調査を実

施したところ、２０を超える都道府県トラック協会傘下の会員の車両が目的外

利用している可能性が確認されました。確認された車両の会員各社には全国貨

物自動車運送適正化事業実施機関から地方貨物自動車運送適正化事業実施機

関を通じて是正指導をお願いしているところであります。 

ご承知の通り、この施策の目的は、被災地の一日も早い復旧・復興のための

物資輸送に寄与するため、東北地方を起終点とするトラック輸送に関して、無

料化を実施しているものであります。このような行為が横行いたしますと、被

災地の復旧・復興に携わっている事業者に迷惑をかけるばかりか、ひいては無

料化施策が取り止めになる可能性も考えられます。つきましては、再度のお願

いですが、貴協会傘下会員事業者に対しまして、このような走行を行わないよ

う周知徹底頂きますようお願い申し上げます。           敬具 

 

 

 

 



水戸インターチェンジなどを利用する大型車ドライバーの皆さんへ

インターチェンジ周辺での

Ｕターン走行はおやめください

水戸インターチェンジなどにおけるＵターン走行は東日本大震災の

復旧・復興という高速道路無料開放の趣旨に反します

またインターチェンジ周辺住民の皆さんのご迷惑となっています

生活道路への進入

交差点などでの危険なＵターン
はおやめください

子供たちの通学路です 大型車の進入はご遠慮下さい ここはＵターン禁止箇所です

国道５０号 南仲坪交差点

■茨城県警察本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・〒310-8550 茨城県水戸市笠原町978-6 TEL 029-301-0110（代表）

■水戸市役所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 TEL 029-224-1111（代表）

■国土交通省 常陸河川国道事務所・・〒310-0851 茨城県水戸市千波町1962-2 TEL 029-240-4061（代表）

■東日本高速道路株式会社 ・・・・・・・・〒100-8979 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2 TEL 0570-024-024お客さまセンター


